
 

  

会員募集しています！ 
商工会では、新規会員の加入推進をしています。ご近所や取引先等のお知り合いの方で、まだ商工会の 

会員でない方をご存知でしたら是非ご紹介ください。商工会職員が、ご紹介いただいた事業所へお伺いし、 

ご説明いたします。どうぞ、宜しくお願いいたします。 

℡ ８５４－０２１６ 担当 合野・新谷 

第３０７号 平成３０年(2018年) ７月 

熊 野 町 商 工 会 案 内 

期 日 行   事   予   定 

７／１ 日   

２ 月  ・女性部役員会 18：30～ 

３ 火   

４ 水  ・三役会 10：30～  ・条例研究会 11：30～ 

５ 木  ・源泉所得税納付手続受付締切 

６ 金   

７ 土 七夕  

８ 日 コメの日  

９ 月   

１０ 火  ・源泉所得税(納期特例分)納期限 

１１ 水   

１２ 木 パンの日 ・就職ガイダンス in Kumano（町民会館） 受付 13：00～ 

１３ 金   

１４ 土  ・ふで娘 選考委員会 14：00～ 

１５ 日 お菓子の日  

１６ 月 海の日  

１７ 火   

１８ 水 コメの日  

１９ 木   

２０ 金 土用の丑  

２１ 土   

２２ 日 夫婦の日  

２３ 月 ふみの日  

２４ 火   

２５ 水  ・労働保険第 1期口座振替日 

２６ 木 ふろの日  

２７ 金   

２８ 土 コメの日  

２９ 日   

３０ 月 梅干の日  

３１ 火 そばの日 ・商工会年会費 納付期限（口座振替日） 

 

 

 

TEL   082‐854‐0216 

FAX   082‐854‐6458 

E-mail kumano@hint.or.jp 
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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場

内最低賃金）の引上げを図るための制度です。 

 生産性向上のための設備投資（機械設備、POS システム等の導入）などを行い、事業場内最低賃金を一

定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 

 

【支給額】 業務改善経費の ７／１０ ～ ４／５ 

上限額：５０万円 ～ １００万円 

（お問い合わせ先）広島働き方改革推進支援センター TEL：0120-610-494 

（申 請 先）広島労働局 雇用環境・均等室  TEL：082-221-9247 

業務改善助成金をご活用ください！（中小企業・小規模事業者向け） 

 

求職者と求人者の出会いの場を提供し、優秀

な人材を確保していただくため開催します。 

 

日時：７月１２日（木） 

13：30～15：30 

場 所：熊野町民会館 １階「集会室」 

 

会場にまだ若干のゆとりがありますので、求

人でお困りの方、是非、この機会に参加され

てみてはいかがですか？参加希望の方は、お

早めに商工会までご連絡ください。 

合同企業説明会 

就職ガイダンス inＫumano 開催！  

去る６月２３日（土）、熊野町の観光を考える会 

が中心となって、「筆の里工房 中溝ふれあい公園」

にて、彼岸花の植栽を行いました。 

筆まつりの開催日に併せ、彼岸花が満開となり、新

名所となるようにと今年で３回目。秋には、真っ赤

な彼岸花が咲き誇るよう願っています。 

また、６月３０日（土）にも今年度２回目の植栽を

行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野町の観光を考える会 

 

平成３０年１月～５月開催の役員会承認の事業所です。 

事業所名 代表者名 業種 地区 

セーラー美容室 香川 澄枝 サービス業 城之堀 

この他に１事業所の加入がありました！ 

 

 

健康診断・人間ドック等の検診費用が 

最高 15,000円まで助成されます。 

対 象 者：満３０歳以上の加入者（その家族を含む）

および被保険者  

一契約者につき年度内２名が限度  

助成内容：加入口数３口まで…5,000円または検診費用

の半額のいずれか低い額  

加入口数５口まで…10,000 円または検診費

用の半額のいずれか低い額  

加入口数６口以上…15,000 円または検診費

用の半額のいずれか低い額  

請求方法：受診後、商工会へ領収書（写）と契約者印

をご持参下さい  

商工会で所定請求書を作成し手続きをおこ

ないます  

※詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。 

 

事業所のニーズにあった専門家の派遣をいたします。 

 

商工会では、小規模事業者など、みなさまの経営を支

援するために、さまざまなジャンルの専門家を派遣す

る事業を行っています。経験豊かな専門家による的確

な指導やアドバイスをご活用ください。 

詳細は商工会までお問い合わせ下さい。 

商工貯蓄共済の加入特典について！ 

【健康診断等助成金制度】 

 

新規加入事業所のご紹介 

専門家派遣事業 


